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希
望
を
も
っ
て
安
心
し
て

子
ど
も
を
生
み
育
て
ら
れ
る
大
阪
に

今
年
７
月
に
政
府
が
発
表
し
た
、
日
本
の
特
殊

出
生
率
１
・
25
人
と
い
う
数
字
は
多
く
の
人
を
驚

か
せ
ま
し
た
。
大
阪
の
出
生
率
は
、
１
・
16
人
と

全
国
ワ
ー
ス
ト
５
位
で
、
調
査
の
た
び
に
少
子
化

が
進
ん
で
い
ま
す
。

厚
生
労
働
省
は
、
05
年
の
特
殊
出
生
率
を
１
・

26
人
と
修
正
す
る
と
発
表
し
ま
し
た
が
、
５
年
連

続
の
減
少
は
変
わ
り
あ
り
ま
せ
ん
。
内
閣
府
で
決

定
さ
れ
た
、
06
年
度
の
「
少
子
化
社
会
白
書
」
で

は
、
日
本
は
「
超
少
子
化
の
国
」
と
定
義
し
、
少

子
化
対
策
を
国
の
最
重
要
課
題
と
位
置
づ
け
ま
し

た
。05

年
「
少
子
化
社
会
白
書
」
も
「
こ
の
ま
ま
低

出
生
率
が
続
け
ば
、
２
１
０
０
年
に
は
６
千
万
人

程
度
・
少
子
化
の
進
行
は
日
本
社
会
の
持
続
性
に

対
し
て
疑
問
を
投
げ
か
け
て
い
る
」
と
述
べ
て
い

る
ほ
ど
の
深
刻
さ
で
す
。

「
急
速
な
少
子
化
の
流
れ
は
、
社
会
保
障
の
安

定
を
損
な
い
、
社
会
の
担
い
手
、
新
た
な
技
術
革

新
を
担
う
人
材
の
不
足
な
ど
我
が
国
の
社
会
経
済

に
大
き
な
影
響
を
も
た
ら
し
、
国
の
将
来
を
あ
や

う
く
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
」
と
、
政
府
自
身
も
い

わ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
に
あ
り
ま
す
。
ま
さ
に
、

少
子
化
の
進
行
は
日
本
社
会
の
基
盤
を
揺
る
が
す

重
大
な
問
題
で
す
。

ど
う
し
て
こ
う
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

政
府
の
「
少
子
化
社
会
白
書
」
で
は
、
少
子
化

に
歯
止
め
が
か
か
ら
な
い
背
景
に
つ
い
て
、
①
長

時
間
労
働
や
育
児
休
業
制
度
な
ど
の
十
分
な
活
用

が
進
ん
で
い
な
い
こ
と
②
保
育
所
待
機
児
な
ど
地

域
の
子
育
て
を
支
え
る
サ
ー
ビ
ス
が
不
十
分
③
失

業
や
不
安
定
雇
用
な
ど
「
若
者
が
社
会
的
に
自
立

し
、
家
庭
を
築
き
、
子
ど
も
を
生
み
育
て
る
こ
と

が
難
し
い
社
会
経
済
状
況
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を

あ
げ
て
い
ま
す
。

各
種
世
論
調
査
で
も
、
少
子
化
問
題
を
解
決
す

る
た
め
に
期
待
す
る
政
策
と
し
て
、
５
割
以
上
の

人
が
「
仕
事
と
家
庭
の
両
立
支
援
と
働
き
方
の
見

直
し
」、「
子
育
て
に
お
け
る
経
済
的
負
担
の
軽
減
」

を
あ
げ
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
、
少
子
化
の
原
因
が
、
①
仕
事
と

子
育
て
が
両
立
し
な
い
労
働
の
実
態
②
不
足
す
る

出
産
・
子
育
て
支
援
策
③
「
世
界
一
高
い
大
学
学

費
」
な
ど
の
経
済
的
負
担
に
あ
る
こ
と
は
明
ら
か

で
す
。

と
こ
ろ
が
、
政
府
や
財
界
・
大
企
業
が
行
っ
て

き
た
こ
と
は
、
少
子
化
問
題
の
解
決
に
逆
行
す
る

も
の
で
し
た
。
大
企
業
は
空
前
の
利
益
を
あ
げ
る

一
方
で
、
労
働
者
を
リ
ス
ト
ラ
し
、
あ
い
つ
ぐ
労

働
法
制
改
悪
の
な
か
で
、
24
歳
以
下
の
若
者
の
２

人
に
１
人
が
派
遣
な
ど
の
非
正
規
雇
用
に
な
り
、

大
阪
で
は
、
働
く
女
性
の
５
割
以
上
が
非
正
規
雇

２
０
０
６
年
12
月
11
日　

日
本
共
産
党
大
阪
府
委
員
会

は
じ
め
に

―

少
子
化
対
策
は
国
の
最
重
要
課
題―

用
で
す
。
大
阪
府
が
す
す
め
る
企
業
誘
致
も
、
補

助
金
を
出
し
な
が
ら
正
規
雇
用
は
３
割
に
す
ぎ
な

い
実
態
が
あ
り
、
サ
ー
ビ
ス
残
業
や
偽
装
請
負
な

ど
の
実
態
も
多
く
あ
り
ま
す
。「
子
育
て
環
境
の

大
き
な
位
置
を
占
め
る
公
立
保
育
所
は
、
94
年
か

ら
06
年
ま
で
に
75
カ
所
の
公
立
保
育
所
が
民
営
化

さ
れ
、
政
府
は
「
待
機
児
ゼ
ロ
作
戦
」
を
掲
げ
る

一
方
で
、
大
阪
で
は
、
待
機
児
が
全
国
一
の
状
況

で
す
。

厚
生
労
働
白
書
は
、
労
働
時
間
が
長
い
地
域
、

同
年
齢
の
女
性
労
働
者
の
非
正
規
雇
用
の
多
い
地

域
ほ
ど
出
生
率
が
低
い
と
分
析
し
て
い
ま
す
。
こ

れ
に
て
ら
し
て
も
、
政
府
や
財
界
・
大
企
業
、
大

阪
府
が
本
気
に
な
っ
て
子
育
て
支
援
に
取
り
組
む

こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

と
り
わ
け
大
阪
は
厳
し
い
状
況
に
お
か
れ
て
い

ま
す
。
企
業
倒
産
は
、
全
国
の
14
％
を
占
め
、
生

活
保
護
率
は
全
国
平
均
の
２
・
７
倍
に
な
っ
て
い

ま
す
。
児
童
虐
待
は
、
全
国
の
11
％
を
占
め
、
全

国
一
多
い
状
況
に
な
り
、
就
学
援
助
を
う
け
て
い

る
児
童
は
、
全
国
平
均
の
２
倍
強
で
４
人
に
１
人

が
受
け
て
い
ま
す
。

い
ま
こ
そ
、
根
本
原
因
に
メ
ス
を
入
れ
、
そ
の

解
決
の
た
め
に
力
を
合
わ
せ
る
と
き
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

府
民
の
願
い
と
運
動
が
政
治
を
動
か
す
一
番
の

力
。
こ
れ
が
、
私
た
ち
の
確
信
で
す
。

こ
の
20
年
間
、
大
阪
保
育
運
動
連
絡
会
な
ど
保

育
４
団
体
は
、
保
育
所
の
待
機
児
解
消
や
父
母
負

担
軽
減
を
府
に
求
め
て
、
１
０
０
万
に
届
く
署
名

府
民
の
願
い
と
運
動
が
政
治
を
動
か
す
一
番
の
力

日
本
共
産
党
は
、
こ
れ
ら
の
府
民
の
願
い
と
運

動
に
議
会
内
外
で
協
力
し
、
実
現
の
先
頭
に
立
っ

て
き
た
こ
と
を
何
よ
り
の
誇
り
に
し
て
い
ま
す
。

大
阪
市
で
の
乳
幼
児
医
療
費
助
成
の
充
実
も
、
こ

れ
ま
で
18
回
も
条
例
提
案
を
お
こ
な
う
な
ど
、
市

民
の
運
動
と
む
す
び
、
ね
ば
り
強
く
取
り
組
ん
で

き
た
こ
と
が
実
現
の
大
き
な
力
と
な
り
ま
し
た
。

日
本
共
産
党
大
阪
府
委
員
会
は
、
少
子
化
に
歯

止
め
を
か
け
、
安
心
し
て
産
み
育
て
ら
れ
る
大
阪

に
す
る
た
め
に
、
国
と
大
阪
府
な
ど
自
治
体
に
次

の
こ
と
を
要
求
し
、
府
民
の
み
な
さ
ん
と
力
を
合

わ
せ
、
実
現
に
奮
闘
し
ま
す
。

希
望
を
も
っ
て
子
ど
も
を
生
み
育
て
ら
れ
る
大
阪
へ

日
本
共
産
党
の
提
案

日
本
経
済
団
体
連
合
会
は
95
年
に
「
新
時
代
の

﹃
日
本
的
経
営
﹄」
を
発
表
し
、
そ
れ
ま
で
の
日
本

の
伝
統
的
雇
用
形
態
で
あ
っ
た
、
終
身
雇
用
制
、

年
功
序
列
型
賃
金
か
ら
、
①
終
身
雇
用
型
（
長
期

蓄
積
能
力
活
用
型
）、
②
有
期
雇
用
型
（
高
度
専

門
能
力
活
用
型
）、
③
パ
ー
ト
や
派
遣
な
ど
非
正

規
雇
用
型
（
雇
用
柔
軟
型
）
の
３
類
型
に
分
け
、

パ
ー
ト
や
派
遣
な
ど
の
増
大
を
求
め
ま
し
た
。
政

府
は
財
界
・
大
企
業
の
方
針
に
そ
っ
て
「
規
制
緩

和
推
進
計
画
」
を
す
す
め
、
労
働
時
間
法
制
の
規

制
緩
和
、
女
子
保
護
規
定
の
撤
廃
、
労
働
者
派
遣

法
の
全
面
見
直
し
な
ど
、
労
働
基
準
法
の
改
悪
が

す
す
め
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
国
会
の
法
案
審
議
で

は
、
自
民
・
公
明
・
民
主
党
な
ど
が
こ
れ
ら
の
法

案
に
賛
成
し
ま
し
た
。
日
本
共
産
党
は
対
案
を
掲

げ
て
改
悪
法
案
に
反
対
し
国
民
と
と
も
に
た
た
か

い
ま
し
た
。
こ
う
し
た
悪
法
の
根
本
か
ら
の
改
革

が
必
要
で
す
。

運
動
を
す
す
め
て
き
ま
し
た
。
日
本
共
産
党
府
会

議
員
団
は
、
保
育
運
動
と
も
連
携
し
公
立
・
認
可

保
育
所
の
整
備
を
知
事
に
認
め
さ
せ
、
５
年
間
に

保
育
所
86
園
を
新
設
し
、
入
所
児
が
２
万
人
近
く

増
え
て
い
ま
す
。

04
年
に
は
、
岸
和
田
市
で
の
中
学
生
虐
待
事
件

で
共
産
党
府
会
議
員
団
は
、
府
へ
「
子
ど
も
を
虐

待
か
ら
守
る
た
め
の
緊
急
申
し
入
れ
」
を
お
こ
な

い
、
府
議
会
に
は
「
児
童
虐
待
防
止
対
策
の
強
化

を
求
め
る
意
見
書
」
を
出
し
、
採
択
さ
せ
て
い
ま

す
。
ね
ば
り
強
い
運
動
で
06
年
度
か
ら
小
学
１
年

生
、
07
年
度
か
ら
小
学
２
年
生
で
35
人
学
級
が
実

現
し
ま
し
た
。
昨
年
４
月
か
ら
は
、
小
学
校
へ
の

警
備
員
配
置
も
実
現
し
て
い
ま
す
。

大
阪
市
政
で
は
、
小
学
校
の
米
飯
給
食
を
週
２

回
か
ら
週
３
回
に
拡
充
さ
せ
、
乳
幼
児
医
療
費
助

成
は
、
02
年
度
に
は
通
院
で
小
学
校
就
学
前
ま
で

に
拡
充
さ
れ
ま
し
た
。

ア  
労
働
時
間
を
短
縮
し
、
安
心
し
て
働
き
続
け

ら
れ
る
ル
ー
ル
を
つ
く
り
ま
す

男
女
を
問
わ
ず
異
常
な
長
時
間
労
働
を
な
く

し
、
サ
ー
ビ
ス
残
業
や
非
正
規
雇
用
を
是
正
し
、

① 

出
産
・
育
児
と
仕
事
が
両
立
で
き
る
労
働
環
境
を

人
間
ら
し
い
働
き
方
を
確
立
す
る
こ
と
は
、
少
子

化
問
題
解
決
の
た
め
に
不
可
欠
で
あ
る
と
と
も

に
、
新
た
な
雇
用
創
出
と
い
う
面
で
も
重
要
な
カ

ギ
に
な
っ
て
い
ま
す
。

希
望
を
も
っ
て
安
心
し
て

希
望
を
も
っ
て
安
心
し
て

子
ど
も
を
生
み
育
て
ら
れ
る
大
阪
に

子
ど
も
を
生
み
育
て
ら
れ
る
大
阪
に



就
職
支
援
を
つ
よ
め
ま
す
。

５
、
大
阪
府
な
ど
地
方
自
治
体
の
役
割
も
重
要
で

す
。
大
阪
府
が
補
助
金
10
億
円
で
誘
致
し
た
サ

ン
ヨ
ー
の
太
陽
電
池
工
場
の
う
ち
６
割
近
く
、

大
阪
府
・
大
阪
市
で
30
数
億
円
出
す
予
定
の
旭

硝
子
は
８
割
以
上
が
請
負
労
働
者
で
す
。
多
額

の
府
民
の
税
金
を
つ
ぎ
込
み
な
が
ら
、
不
安
定

雇
用
を
拡
大
す
る
よ
う
な
や
り
方
は
抜
本
的
に

改
め
る
べ
き
で
す
。
そ
し
て
、
大
企
業
に
正
規

雇
用
の
拡
大
を
働
き
か
け
る
と
と
も
に
、「
偽

装
請
負
」
な
ど
、
違
法
・
脱
法
行
為
を
行
っ
た

企
業
と
は
官
公
需
の
契
約
を
し
な
い
な
ど
、厳

し
い
措
置
を
求
め
ま
す
。

ウ 
中
小
商
工
業
者
の
命
と
健
康
を
守
る
た
め
に

日
本
経
済
の
底
辺
を
支
え
、
活
力
の
源
泉
で
あ

る
中
小
商
工
業
は
、
地
域
産
業
を
守
り
、
雇
用
者

の
約
８
割
の
働
く
場
を
担
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
の

中
小
商
工
業
者
の
実
態
も
深
刻
で
す
。
全
国
の
倒

産
件
数
の
約
14
％
（
04
年
）
を
占
め
る
大
阪
で
は
、

廃
業
が
増
え
つ
づ
け
、
営
業
収
入
だ
け
で
は
生
活

で
き
な
い
と
、
業
者
婦
人
の
６
割
が
パ
ー
ト
に
出

て
生
計
を
た
て
、
業
者
青
年
は
厳
し
い
営
業
の
中

で
結
婚
し
た
く
て
も
で
き
な
い
の
が
現
状
で
す
。

大
阪
商
工
団
体
婦
人
部
協
議
会
の
調
査
に
よ
る

と
、
陣
痛
が
来
る
ま
で
働
い
て
い
た
人
は
、
43
・

３
％
に
も
の
ぼ
り
、労
働
基
準
法
で
産
前
６
週
間
、

産
後
８
週
間
と
定
め
ら
れ
て
い
る
出
産
休
暇
も
、

業
者
婦
人
の
多
く
は
守
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。

日
本
共
産
党
は
、
国
民
健
康
保
険
に
、
出
産
手

当
、
休
業
補
償
制
度
を
新
設
す
る
と
と
も
に
、
失

業
給
付
、
出
産
休
暇
や
育
児
休
暇
や
介
護
休
暇
な

ど
、
労
働
者
に
認
め
ら
れ
て
い
る
権
利
を
業
者
に

も
保
障
す
る
こ
と
を
強
く
求
め
ま
す
。

政
府
の
「
少
子
化
社
会
白
書
」
も
保
育
所
待
機

児
な
ど
地
域
の
子
育
て
を
支
え
る
サ
ー
ビ
ス
が
不

十
分
な
こ
と
が
少
子
化
の
大
き
な
原
因
で
あ
る
こ

と
を
認
め
て
い
ま
す
。

国
は
、「
待
機
児
ゼ
ロ
作
戦
」
を
か
か
げ
ま
し

た
が
、
必
要
な
予
算
は
確
保
せ
ず
、
保
育
所
は
定

員
オ
ー
バ
ー
の
詰
め
込
み
状
態
。
し
か
も
、
待
機

児
は
解
消
ど
こ
ろ
か
増
え
続
け
、
大
阪
市
の
待
機

児
数
は
全
国
一
で
す
。

仕
事
と
家
庭
生
活
を
両
立
さ
せ
る
た
め
に
は
、

学
童
保
育
の
整
備
も
不
可
欠
で
す
。
と
こ
ろ
が
大

阪
で
は
学
童
保
育
に
お
い
て
も
１
５
０
０
人
の
子

ど
も
が
待
機
し
て
い
ま
す
。
し
か
も
１
０
０
人
以

上
の
大
規
模
学
童
保
育
所
が
増
え
、
子
ど
も
が
快

適
に
生
活
す
る
こ
と
す
ら
困
難
に
な
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
全
国
の
分
娩
施
設
は
６
３
９
８
施
設
か

ら
３
０
６
３
施
設
に
、
こ
の
４
年
間
で
、
50
％
余

り
減
少
し
、
大
阪
で
は
２
年
間
で
、
２
４
１
施
設

か
ら
２
０
６
施
設
へ
と
減
少
す
る
な
ど
、
産
科
不

足
の
解
消
も
急
務
で
す
。

日
本
共
産
党
は
保
育
施
策
の
充
実
し
、
待
機
児

解
消
、
小
児
救
急
医
療
の
充
実
や
産
科
不
足
の
解

消
な
ど
子
育
て
支
援
に
全
力
を
つ
く
し
ま
す
。

１
、
国
と
自
治
体
の
責
任
で
保
育
所
建
設
を
す
す

め
、
大
規
模
学
童
保
育
の
解
消
、
補
助
金
の
大

幅
増
額
、指
導
員
の
身
分
保
障
を
確
立
し
ま
す
。

希
望
す
る
す
べ
て
の
子
ど
も
が
入
所
で
き
る
よ

う
に
し
ま
す
。
新
し
く
実
施
さ
れ
た
「
認
定
こ

子
ど
も
を
大
学
ま
で
い
か
せ
る
の
に
、
２
千
万

円
か
か
る
と
い
わ
れ
る
状
況
の
な
か
で
、
政
府
の

「
少
子
化
社
会
白
書
」（
05
年
）
に
よ
る
と
、
乳
幼

児
の
い
る
世
帯
の
32
％
が
年
収
４
０
０
万
円
以
下

と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
子
育
て
に
も
と
め
る
対
策

の
ト
ッ
プ
が
、「
経
済
的
支
援
」
で
あ
り
、
子
育

て
へ
の
経
済
的
負
担
が
少
子
化
問
題
の
大
き
な
要

因
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
す
。

福
井
県
で
は
、
経
済
的
負
担
の
軽
減
の
施
策
を

す
す
め
、
05
年
は
、
出
生
率
１
・
47
％
（
全
国
２

位
）
と
な
り
、
全
国
で
唯
一
出
生
率
を
プ
ラ
ス
に

転
じ
て
い
ま
す
。
働
き
な
が
ら
子
育
て
し
や
す
い

環
境
づ
く
り
に
取
り
組
み
、
保
育
所
の
待
機
児
を

解
消
。
３
人
目
以
降
の
子
ど
も
は
、
産
ま
れ
る
前

の
妊
婦
健
診
費
か
ら
、
３
歳
に
達
す
る
ま
で
の
医

療
、
保
育
に
か
か
る
経
費
は
原
則
無
料
に
な
っ
て

い
ま
す
。
３
人
目
以
降
の
子
ど
も
の
保
育
料
は
、

３
歳
未
満
ま
で
10
分
の
１
に
軽
減
し
て
い
ま
す
。

こ
う
し
た
取
り
組
み
を
、
国
も
大
阪
府
も
見
習

う
べ
き
で
す
。
と
こ
ろ
が
大
阪
府
は
反
対
に
、
全

国
一
高
い
府
立
高
校
授
業
料
や
ク
ー
ラ
ー
代
の
徴

イ  
不
当
な
雇
い
止
め
や
「
妊
娠
解
雇
」
な
ど
、

職
場
の
異
常
な
無
法
状
態
を
や
め
さ
せ
る

多
く
は
月
収
10
万
円
と
い
う
低
賃
金
で
働
き
、

い
ら
な
く
な
れ
ば
使
い
捨
て
、
そ
の
上
に
、
女
性

の
場
合
は
妊
娠
す
る
と
企
業
か
ら
は
じ
き
出
さ
れ

る
「
妊
娠
解
雇
」。
こ
う
し
た
職
場
の
異
常
な
無

法
状
態
を
や
め
さ
せ
、
人
間
ら
し
い
労
働
の
ル
ー

ル
を
確
立
す
る
こ
と
は
、
少
子
化
問
題
解
決
の
大

前
提
で
す
。

１
、
国
際
法
や
国
民
の
運
動
に
よ
っ
て
、
今
回
の

「
改
正
男
女
雇
用
均
等
法
」
で
は
、
事
業
主
は
、

女
性
労
働
者
が
母
子
保
健
法
に
基
づ
く
、
妊
産

婦
健
診
を
受
診
す
る
た
め
の
通
院
時
間
を
確
保

す
る
こ
と
が
義
務
化
さ
れ
る
な
ど
、
妊
娠
出
産

に
関
す
る
不
利
益
取
り
扱
い
の
禁
止
の
拡
大
が

さ
れ
て
い
ま
す
。

�　

日
本
共
産
党
は
、
格
差
を
ゆ
る
さ
ず
派
遣
や

パ
ー
ト
な
ど
非
正
規
労
働
者
も
、
妊
娠
・
出
産

に
と
も
な
う
差
別
・
不
利
益
扱
い
な
ど
を
禁
止

し
ま
す
。

２
、
男
女
平
等
を
す
す
め
る
た
め
に
は
、
表
向
き

は
性
別
に
関
係
の
な
い
中
立
的
取
り
扱
い
で
あ

っ
て
も
、
結
果
と
し
て
男
女
間
に
不
均
衡
を
も

た
ら
す
「
間
接
差
別
」（
募
集
・
採
用
に
お
け

る
身
長
・
体
重
・
体
力
要
件
、
総
合
職
の
募
集
・

採
用
に
お
け
る
全
国
転
勤
要
件
、
昇
進
に
お
け

る
転
勤
経
験
要
件
の
三
つ
に
限
定
）
を
、
条
件

を
つ
け
ず
に
、
禁
止
さ
せ
て
い
く
こ
と
を
求
め

ま
す
。
改
正
均
等
法
付
帯
決
議
の
「
間
接
差
別

は
省
令
で
規
定
さ
れ
て
い
な
い
差
別
も
司
法
裁

判
で
違
法
判
断
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を

周
知
す
る
」、
パ
ー
ト
労
働
者
に
つ
い
て
「
正

社
員
と
の
均
等
処
遇
に
関
す
る
法
制
化
を
す
す

め
る
」
な
ど
の
活
用
を
す
す
め
ま
す
。

３
、「
Ｉ
Ｌ
Ｏ
の
パ
ー
ト
条
約
」
や
「
母
性
保
護

条
約
の
批
准
」、
最
後
の
手
段
と
し
て
国
連
に

訴
え
る
こ
と
の
で
き
る
「
女
子
差
別
撤
廃
条
約

選
択
議
定
書
」
の
早
期
批
准
を
は
か
る
な
ど
、

地
方
自
治
体
へ
も
働
き
か
け
、
女
子
差
別
撤
廃

条
約
の
締
結
国
と
し
て
責
任
を
果
た
す
こ
と
を

求
め
て
い
き
ま
す
。

４
、
同
一
労
働
に
た
い
す
る
同
一
賃
金
を
徹
底
し

ま
す
。
ま
た
、育
児
介
護
休
業
制
度
を
改
善
し
、

期
間
延
長
や
所
得
保
障
の
改
善
、
家
族
休
暇
制

度
、
労
働
時
間
短
縮
制
度
の
拡
充
な
ど
を
す
す

め
ま
す
。
仕
事
と
子
育
て
の
両
立
支
援
と
と
も

に
、
出
産
、
育
児
な
ど
で
退
職
し
た
女
性
の
再

②
出
産
・
子
育
て
支
援
策
の
充
実

ど
も
園
」
は
、
現
行
の
保
育
所
や
幼
稚
園
の
水

準
を
下
回
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
子
ど
も
の
年

齢
区
分
や
、
保
育
従
事
者
の
配
置
、
屋
外
遊
技

場
の
設
置
な
ど
規
定
を
み
な
お
し
ま
す
。

２
、「
放
課
後
こ
ど
も
プ
ラ
ン
」を
充
実
さ
せ
ま
す
。

70
名
を
超
え
る
学
童
保
育
は
複
数
学
級
に
し
、

働
く
親
の
労
働
時
間
に
あ
わ
せ
た
保
育
時
間
の

延
長
を
し
ま
す
。
安
全
な
放
課
後
の
た
め
に
全

児
童
対
策
を
充
実
さ
せ
、
学
童
保
育
と
放
課
後

こ
ど
も
教
室
推
進
事
業
を
一
体
化
さ
せ
る
こ
と

な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
を
生
か
し
事
業
拡
充

を
す
す
め
ま
す
。

３
、
小
児
救
急
医
療
体
制
を
整
備
し
ま
す
。
全
国

ワ
ー
ス
ト
１
の
児
童
虐
待
を
無
く
す
た
め
に
、

児
童
相
談
所
職
員
、
心
理
療
法
士
を
増
員
し
ま

す
。

４
、
国
と
自
治
体
の
責
任
で
安
心
し
て
出
産
で
き

る
施
設
・
病
院
を
地
域
で
増
や
し
ま
す
。
不
妊

治
療
の
た
め
の
公
的
補
助
制
度
を
行
い
ま
す
。

周
産
期
医
療
の
拡
充
を
は
か
り
ま
す
。

５
、
安
い
費
用
で
お
産
が
で
き
る
「
入
院
助
産
制

度
」
を
生
活
保
護
世
帯
に
関
わ
ら
ず
利
用
で
き

る
よ
う
に
拡
充
し
ま
す
。

６
、
生
涯
を
通
じ
て
健
康
上
の
問
題
な
ど
に
つ
い

て
、
す
べ
て
の
男
女
が
適
切
な
性
教
育
や
、
情

報
提
供
を
う
け
る
機
会
、
性
差
に
配
慮
し
た
医

療
や
気
軽
に
相
談
で
き
る
機
会
と
場
所
を
確
立

し
ま
す
。

③
子
育
て
に
か
か
わ
る
経
済
的
負
担
の
軽
減
を

収
な
ど
子
育
て
に
か
か
わ
る
経
済
的
負
担
を
増
や

し
て
き
ま
し
た
。

１
、
日
本
共
産
党
は
、
子
ど
も
の
医
療
費
無
料
化

を
す
す
め
ま
す
。
小
学
校
就
学
前
ま
で
の
子
ど

も
の
医
療
費
無
料
化
は
、
全
国
23
都
道
府
県
で

実
施
さ
れ
て
い
ま
す
。
一
部
負
担
金
や
所
得
制

限
を
な
く
し
、
現
行
（
通
院
３
歳
未
満
・
入
院

就
学
前
ま
で
、
所
得
制
限
あ
り
、
一
部
負
担
あ

り
）
の
府
の
助
成
を
小
学
校
、
中
学
校
ま
で
の

無
料
化
を
す
す
め
、児
童
手
当
を
拡
充
し
ま
す
。

２
、
全
国
一
高
い
府
立
高
校
授
業
料
の
値
上
げ
や

府
立
高
校
の
統
廃
合
に
ス
ト
ッ
プ
を
か
け
、
私

学
助
成
や
就
学
援
助
の
充
実
を
は
か
り
、
有
利

子
の
奨
学
金
を
見
直
し
ま
す
。
ク
ー
ラ
ー
代
の

徴
収
は
や
め
さ
せ
ま
す
。
欧
米
諸
国
の
半
分
に

満
た
な
い
高
等
教
育
予
算
を
大
幅
に
増
額
し
、

世
界
一
高
い
大
学
授
業
料
・
入
学
金
を
引
き
下

げ
ま
す
。
私
立
大
学
生
へ
の
学
費
助
成
や
私
立

大
学
の
学
費
減
免
へ
の
特
別
助
成
制
度
を
つ
く

り
ま
す
。

④ 

少
子
化
の
進
行
に
歯
止
め
を
か
け
る
た
め
に
も

　

女
性
の
地
位
の
向
上
が
必
要
で
す

女
性
に
た
い
す
る
差
別
を
是
正
し
、
生
き
い
き

と
力
を
発
揮
で
き
る
平
等
な
社
会
に
す
る
こ
と

は
、少
子
化
問
題
の
解
決
の
た
め
に
も
重
要
で
す
。

日
本
共
産
党
大
阪
府
委
員
会
と
党
府
会
議
員
団

は
、
01
年
の
大
阪
府
男
女
共
同
参
画
推
進
条
例
策

定
に
あ
た
っ
て
は
、「
男
女
平
等
条
例
」
に
す
る

こ
と
、
苦
情
処
理
の
第
三
者
機
関
の
設
置
、
あ
ら

ゆ
る
女
性
差
別
の
禁
止
、
母
性
保
護
、
少
子
化
問

題
解
決
の
た
め
に
も
、
家
族
的
責
任
は
男
女
と
社

会
全
体
で
負
う
こ
と
、
子
育
て
と
仕
事
の
両
立
支

援
は
、
大
阪
府
と
事
業
者
が
も
ち
、
府
民
は
そ
の

権
利
を
も
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
、
大
阪
府
に
申
し

入
れ
て
い
ま
す
。
日
本
共
産
党
は
、
あ
ら
ゆ
る
分

野
で
の
真
の
男
女
平
等
の
実
現
に
奮
闘
し
ま
す
。

１
、
政
策
決
定
の
場
へ
女
性
の
平
等
参
画
を
推
進

し
ま
す
。
大
阪
府
な
ど
地
方
自
治
体
の
各
種
審

議
会
や
管
理
職
へ
の
女
性
の
登
用
を
す
す
め
る

こ
と
を
も
と
め
て
い
き
ま
す
。

２
、
セ
ク
シ
ャ
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
は
重
大
な
人

権
侵
害
で
す
。
セ
ク
シ
ャ
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト

を
禁
止
し
、
よ
り
実
効
あ
る
Ｄ
Ｖ
防
止
・
被
害

者
の
自
立
支
援
を
す
す
め
ま
す
。
府
立
の
支
援

セ
ン
タ
ー
増
設
、
相
談
員
の
増
員
と
研
修
の
充

実
、
民
間
シ
ェ
ル
タ
ー
へ
の
助
成
、
加
害
者
更

生
対
策
の
確
立
・
強
化
、
子
ど
も
の
心
身
の
ケ

ア
な
ど
を
つ
よ
め
ま
す
。

３
、
選
択
的
夫
婦
別
姓
制
度
を
早
期
に
実
現
し
、

女
性
だ
け
の
再
婚
禁
止
期
間
や
婚
外
子
へ
の
差

別
な
ど
、
法
律
上
の
差
別
を
是
正
し
ま
す
。

４
、
経
済
力
世
界
第
２
位
を
誇
る
日
本
女
性
の
社

会
進
出
度
は
世
界
43
位
で
す
。
不
名
誉
な
実
態

を
改
め
、
経
済
力
に
ふ
さ
わ
し
い
女
性
の
地
位

を
世
界
水
準
に
高
め
る
こ
と
を
求
め
ま
す
。


